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特
別
会
計
・
水
道
事
業
会
計

会 計 名
収 入 支 出

予算現額 収入済額 収入率 予算現額 支出済額 執行率

国 民 健 康 保 険 特 別 会 計 61 億　719 万円 51 億 8,368 万円 84.9% 61 億　719 万円 56 億             22 万円 91.7%

介護保険特別会計
保 険 事 業 勘 定 34 億 5,752 万円 34 億 3,818 万円 99.4% 34 億 5,752 万円 30 億 7,433 万円 88.9%

サービス事業勘定 1,083 万円 1,033 万円 95.4% 1,083 万円 801 万円 74.0%

後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計 3 億　674 万円 3 億　217 万円 98.5% 3 億　674 万円 2 億 9,641 万円 96.6%

農 業 集 落 排 水 事 業 特 別 会 計 1 億 3,860 万円 1 億 3,138 万円 94.8% 1 億 3,860 万円 1 億　843 万円 78.2%

特定環境保全公共下水道事業特別会計 4 億 7,330 万円 4 億 7,103 万円 99.5% 4 億 7,330 万円 3 億 1,152 万円 65.8%

流域関連公共下水道事業特別会計 ３億 4,012 万円 3 億 2,452 万円 95.4% ３億 4,012 万円 2 億 9,891 万円 87.9%

戸 別 浄 化 槽 整 備 事 業 特 別 会 計 1 億   326 万円 7,391 万円 71.6% 1 億   326 万円 6,649 万円 64.4%

水 道 事 業 会 計
収益的収支 9 億 2,171 万円 9 億 2,660 万円 100.5% 9 億 2,171 万円 8 億 5,051 万円 92.3%

資本的収支 2 億 1,841 万円 1 億 9,418 万円 88.9% 5 億 6,742 万円 5 億 2,946 万円 93.3%

■株券 4,420 万円
■出えん金 4,000 万円
■出資金 5 億 9,322 万円
■寄託金 2,388 万円
■債権 4,181 万円

合計　7 億 4,311 万円
※現在高

出
資
金
等
の
状
況

平成２７年度
下半期の 予算執行状況をお知らせします予算執行状況をお知らせします平成２７年度
下半期の

　市では、市の財政がどのように運営されているかを
市民の皆さんにお知らせするため、予算の執行状況の
あらましについて年２回公表しています。
　今回は平成 28 年３月 31 日現在の執行状況につい
てお知らせします。【問い合わせ】財政課（麻生庁舎）☎０２９９－７２－０８１１

※数値は表示単位未満を四捨五入しています。

■一般会計債 187 億 5,905 万円
■下水道建設事業債 55 億 6,036 万円
■水道建設事業債 31 億 1,674 万円

合計　274 億 3,615 万円
※未償還額

市
債
の
状
況

市　　　　税 99.9%

（収入率）

地方譲与税 100.0%

利子割交付金 100.0%

配当割交付金 100.0%

株式等譲渡
所得割交付金 100.0%

地方消費税
交　付　金 100.0%

ゴルフ場利用
税 交 付 金 100.0%

自動車取得税
交　付　金 101.7%

地 方 特 例
交　付　金 100.0%

地方交付税 100.0%

交通安全対策
特別交付金 100.0%

分担金及び
負　担　金 109.3%

使用料及び
手　数　料 97.2%

国庫支出金 65.3%

県 支 出 金 33.9%

財 産 収 入 94.6%

寄　附　金 97.7%

繰　入　金 35.3%

繰　越　金 100.0%

諸　収　入 100.1%

市　　　　債 31.5%

議　会　費
1 億 7,062 万円
1億 6,273 万円

95.4%

総　務　費 57.2%

民　生　費 80.3%

衛　生　費 70.7%

農林水産業費 80.1%

商　工　費
3 億 5,762 万円
3億 2,626 万円

91.2%

土　木　費 70.9%

消　防　費 87.1%

教　育　費 54.2%

災害復旧費 74.9%

公　債　費 99.8%

諸 支 出 金
0 万円
0万円

  0%

（執行率）歳 出

歳 入

2 億 6,955 万円
2億 6,955 万円

514万円
514万円
1,941 万円
1,941 万円
1,893 万円
1,893 万円

1億 4,505 万円
1億 4,505 万円
4,806 万円
4,886 万円
1,206 万円
1,206 万円

325万円
325万円
9,746 万円

1億   651 万円
1億 3,749 万円
1億 3,366 万円

9,140 万円
8,649 万円

1億 1,305 万円
1億 1,049 万円

3億 9,799 万円
3億 9,844 万円

一　般　会　計

歳入　予算現額：202 億 2,426 万円
　　　収入済額：159 億 4,010 万円（78.8％）
歳出　予算現額：202 億 2,426 万円
　　　支出済額：145 億 6,023 万円（72.0％）

24 億 1,040 万円
7億 6,000 万円
24億 1,040 万円
7億 6,000 万円

62億 5,632 万円
62億 5,632 万円

25億   835 万円
16億 3,778 万円
25億   835 万円
16億 3,778 万円
18億 4,192 万円
 6 億 2,349 万円
18億 4,192 万円
6億 2,349 万円

8億　609万円
8億　609万円
8億　609万円
8億　609万円

8億 3,543 万円
2億 9,506 万円
8億 3,543 万円
2億 9,506 万円

11億 4,750 万円
9億 1,960 万円
11億 4,750 万円
9億 1,960 万円

20億 8,251 万円
14億 7,594 万円
20億 8,251 万円
14億 7,594 万円
18億 2,382 万円
8億 9,153 万円
10億 2,382 万円
8億 9,153 万円
40億 3,843 万円
21億 8,862 万円
40億 3,843 万円
21億 8,862 万円
1億 1,546 万円
1億               
335 万円
251万円

11億 5,780 万円
8億 1,904 万円
11億 5,780 万円
8億 1,904 万円

52億 2,025 万円
41億 9,002 万円
52億 2,025 万円
41億 9,002 万円

33億 3,766 万円
19億　879万円
33億 3,766 万円
19億　879万円

16億 7,826 万円
16億 7,519 万円
16億 7,826 万円
16億 7,519 万円

35 億 8,751 万円
  35 億 8,412 万円
35 億 8,751 万円
  35 億 8,412 万円

予　備　費
644 万円
0万円

0%

62 億 5,632 万円
62億 5,632 万円

6億 1,940 万円
6億 1,940 万円
6億 1,940 万円
6億 1,940 万円

合計　56 億 5,132 万円  ※現在高

基

金

の

状

況

■財政調整基金 14 億 5,375 万円

■減債基金 7 億 6,259 万円

■公共施設整備基金 7 億 8,106 万円

■なめがた振興基金 3,615 万円

■揚排水施設維持管理基金 8,187 万円

■新公共交通運営基金 4,519 万円

■行方市ふるさと応援寄附金基金 1,686 万円

■合併振興基金 20 億　593 万円

■防災まちづくり基金 3,000 万円

■国民健康保険支払準備基金 8,158 万円

■介護給付費準備基金 1 億 2,609 万円

■農業集落排水事業債償還基金 1 億 2,780 万円

■特定環境保全公共下水道事業債償還基金 2,762 万円

■流域関連公共下水道事業債償還基金 2,696 万円

■戸別浄化槽整備事業債償還基金 4,787 万円
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第24回参議院議員通常選挙のお知らせ

■行方市で投票できる方
　①投票日現在で満 18 歳以上の日本国民

　　今回の選挙から選挙権年齢が 20 歳以上から 18 歳以上に引き下げられました。

　②公示日の前日において、引き続き３カ月以上住所のある方

　　※�転出された方で新住所地の選挙人名簿に登載されなかった方は、行方市で投票することになります。行方市に来

ることができない方は、不在者投票をご利用ください。

■投票所
　投票日当日は、あらかじめ指定された投票所以外では投票できません。投票に行く際には、入場券に記載された投票

所を必ずご確認ください。

　【注意】今回の選挙から小高投票区の投票所が変更となります。
　　　　＜変更となる投票所＞　旧小高小学校体育館　→　行方市麻生運動場体育館（南 269-1）

■投票時間（投票日当日）　午前７時から午後６時まで
■期日前投票
　仕事や旅行で投票日当日に行けない方は、期日前投票をご利用ください

　　◇期　　間：公示日の翌日から投票日の前日まで

　　◇時　　間：午前８時 30 分から午後８時まで

　　◇場　　所：行方市役所各庁舎（麻生庁舎ロビー／北浦庁舎第４会議室／玉造庁舎ロビー）

　※�今回の選挙から投票所入場券の様式が変わります。投票所入場券の裏面が期日前投票の宣誓書となっていますので、

あらかじめ記入していただくと円滑に投票できます。

　　▶見本

■不在者投票
　投票所に行けない方は、不在者投票をご利用ください。�

　①滞在地での不在者投票
　　仕事や旅行などで市外に滞在中の人は、滞在先の選挙管理委員会で不在者投票ができます。

　②指定施設における不在者投票
　　�都道府県の選挙管理委員会が指定した病院・老人ホーム等に入所中であれば、その施設内で不在者投票ができます。

詳しくは、各施設でご確認ください。

　③郵便等による不在者投票
　　�障害程度や介護状態の区分により、自宅等で郵便等による不在者投票ができます。この制度を利用するには、あら

かじめ選挙管理委員会への申請が必要になりますので、お早めにお問い合わせください。

　※いずれの場合も郵送によるやり取りとなりますので日数を要します。お早めにご請求願います。

【問い合わせ】行方市選挙管理委員会（麻生庁舎　総務課内）☎ 0299-72-0811

任期満了に伴う参議院議員通常選挙が今夏行われる予定です。

投票日、投票場所等については、ご自宅に郵送される投票所入場券をご確認ください。

様

行方　太郎
10　　   5　　　　10

麻生1561-9

【表】 【裏】 氏名・生年月日・
住所を記入して
ください。

投票日当日、投票
できない事由を○
で囲んでください。
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　従来、浄化槽は個人において設置・維持管理を行っていただくものですが、本事業は市民のみなさんに代わって、市

が浄化槽の設置・維持管理を行っていくものです。

　対象地域は、公共下水道認可区域および農業集落排水事業区域を除く市内全域となります。

　この事業では、申請者より浄化槽工事の一部を負担していただく分担金と、設置後に市が行う維持管理などの費用を

毎月の使用料として納付していただくことになります。

　本事業のメリットは、浄化槽設置にかかる個人負担が軽減されることと、浄化槽の性能を生かすために欠かせない適

正な維持管理が確保されることです。

　貴重な水資源、霞ヶ浦流域の環境を守るためにも、特に単独処理浄化槽をお使いの方は合併処理浄化槽への入れ替え

をお願いするとともに、市設置型浄化槽の設置をご検討ください。

　詳しくは、下水道課までお問い合せください。

■分担金および使用料
住宅延床面積 浄化槽の大きさ 分担金 使用料（税別）/月

140㎡未満 ５人槽 110,000 円 3,800 円

140㎡以上 ７人槽 140,000 円 4,000 円

２世帯住宅 10 人槽 190,000 円 5,100 円

～戸別浄化槽整備事業（市設置型浄化槽）～

市があなたに代わって浄化槽を設置・維持管理します

【問い合わせ】下水道課　施設整備Ｇ（玉造庁舎）☎ 0299-55-0111
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児童の年齢
児童手当

（１人あたり月額）
特例給付

（１人あたり月額）

３歳未満 15,000 円

5,000 円

３歳以上小学校修了前
（第１子～第２子）

10,000 円

３歳以上
第３子以降

15,000 円

中学生 10,000 円

■児童手当の額
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　所得が少ないときや失業等により、保険料を納めることができない場合には、本人の申請によって、保険料の納付が
免除される制度があります。
①免除（全額免除・一部免除）申請
　�本人、配偶者、世帯主それぞれの前年所得が一定額以下の場合や失業等の事由がある場合に、保険料が全額免除また
は一部免除となります。

②若年者納付猶予申請
　30 歳未満の方で、本人、配偶者それぞれの前年所得が一定額以下の場合に、納付が猶予されます。
③学生納付特例申請
　学生の方で本人の前年所得が一定額以下の場合に、納付が猶予されます。
　※付加年金または国民年金基金に加入中の場合、免除等が承認されると脱退となります。
■過去２年まで遡って免除申請ができます
　�保険料の納付期限から２年を経過していない期間について遡って免除を申請できます。ただし、申請が遅れると、
万一のときに障害年金が受け取れないなどの不利益が生じる場合がありますので、速やかに申請してください。

■「納付・全額免除・一部免除・納付猶予」と「未納」の違い

納　付 全額免除 一部免除 若年者納付猶予
（学生納付特例） 未　納

老齢・障害・遺族基礎年金
の受給資格期間に…

含まれる 含まれる 含まれる
（※注２） 含まれる 含まれない

老齢基礎年金額の計算に… 含まれる 含まれる
（※注１）

含まれる
（※注１・２） 含まれない 含まれない

（※注１）保険料を納めた場合と比べて、受け取る年金額が以下のとおりとなります（平成 21 年４月以降の免除期間）。
　　　　　●全額免除の場合…２分の１　　●４分の３免除の場合…８分の５
　　　　　●半額免除の場合…４分の３　　●４分の１免除の場合…８分の７
（※注２）一部免除については、減額された保険料を納めないと「未納」と同等の扱いとなります。
【ご注意】平成 28 年度分は、７月１日から受付開始となります。

国民年金保険料の免除制度があります

【問い合わせ】水戸南年金事務所　　　☎ 029-227-3251
　　　　　　��国保年金課（玉造庁舎）☎ 0299-55-0111

【問い合わせ】健康増進課（北浦保健センター内）　☎ 0291-34-6200

総合健診（特定健診含む）が
始まります！シリーズ　国民健康保険

　「いつまでも健康でいたい」「できるだけお医者さんに行きたくない」と思うのは誰もが願うことです。しかし、
何もしなくても健康が維持できるでしょうか？「まだ、若いから、これまで健康だったから、健診なんて」と過信
していたら、突然、倒れてしまうとか、思いもよらない病気になってしまうかもしれません。
　特定健診は、自分の体のチェックです。健診を受けていたらこんなことにはならずに済んだと後悔しないよう、
年に一度は健診を受診しましょう。メタボに該当したら、生活習慣を見直してみましょう。少しだけ生活習慣を見
直すことによって、重大なリスクを回避することができることがあります。
　「生活習慣の見直し」「メタボの撃退」は健診から ･･･。

◆北浦保健センター
　６月７日（火）、８日（水）、12 日（日）、13 日（月）
◆玉造保健センター
　６月 17 日（金）、19 日（日）、20 日（月）、21 日（火）、22 日（水）
◆麻生保健センター
　７月 16 日（土）、19 日（火）、20 日（水）、21 日（木）
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東
日
本
大
震
災
に
よ
る
被
害
を
受
け
た
住

宅
等
を
復
興
す
る
た
め
に
必
要
な
資
金
を
借

り
入
れ
て
、
一
定
の
要
件
を
満
た
す
住
宅
を

復
興
し
た
場
合
に
借
入
資
金
の
支
払
利
息
の

一
部
を
市
が
補
給
し
ま
す
。

■
利
子
補
給
金
限
度
額

　

年
利
２
．
０
％
に
相
当
す
る
額
（
毎
月
の

融
資
残
高
よ
り
算
出
す
る
）

■
利
子
補
給
対
象
融
資
限
度
額

・
住
宅
復
旧
の
み
：
６
４
０
万
円

・
宅
地
復
旧
の
み
：
３
９
０
万
円

・
住
宅
復
旧
お
よ
び
宅
地
復
旧

：
１
０
３
０
万
円

■
利
子
補
給
期
間

　

利
子
の
支
払
開
始
日
か
ら
５
年
以
内
（
た

だ
し
、
無
利
子
期
間
・
利
子
支
払
猶
予
期
間

が
あ
る
と
き
は
、
当
該
期
間
を
含
め
た
５
年

以
内
）

■
交
付
時
期

　

毎
年
１
回
（
３
月
予
定
）

■
対
象
者

○�

り
災
証
明
書
で
大
規
模
半
壊
、
半
壊
も
し

く
は
一
部
損
壊
と
証
明
さ
れ
た
被
災
住
宅

ま
た
は
復
旧
を
必
要
と
す
る
被
災
宅
地
を

被
災
住
宅
復
興
支
援
の
た
め
の

利
子
補
給
制
度
に
つ
い
て

都
市
建
設
課
（
玉
造
庁
舎
）

☎
０
２
９
９
（
５
５
）
０
１
１
１

所
有
す
る
方
（
た
だ
し
、
被
災
住
宅
を
解

体
し
て
、
被
災
者
生
活
再
建
支
援
金
を
受

給
す
る
方
を
除
く
）

○�

市
内
に
あ
る
被
災
住
宅
の
補
修
、
建
設
ま

た
は
購
入
お
よ
び
被
災
宅
地
の
復
旧
を
行

う
方

○�

住
宅
復
興
資
金
と
し
て
、
住
宅
金
融
支
援

機
構
、
民
間
金
融
機
関
か
ら
融
資
を
受
け

た
方

○�

市
税
お
よ
び
税
外
収
入
金
を
滞
納
し
て
い

な
い
方

■
申
込
方
法

　

所
定
の
申
込
書
に
必
要
事
項
を
記
入
し
、

都
市
建
設
課
（
玉
造
庁
舎
）
に
提
出
し
て
く

だ
さ
い
。

※
個
人
で
用
意
し
て
い
た
だ
く
書
類

○�

資
金
借
り
入
れ
の
契
約
書
（
利
率
が
明
記

さ
れ
た
も
の
）
写
し

○�

借
入
金
の
償
還
表
（
返
済
予
定
表
）
写
し

（
変
動
金
利
の
場
合
は
、
当
初
金
利
が
変

動
し
な
い
と
仮
定
し
た
場
合
の
５
年
間
の

返
済
予
定
表
の
写
し
も
必
要
）

○�

工
事
請
負
契
約
書
（
売
買
契
約
書
）
写
し

○
り
災
証
明
書

■
申
込
期
限

　

平
成
29
年
12
月
28
日
（
木
）（
た
だ
し
、

平
成
29
年
３
月
31
日
ま
で
に
融
資
の
実
行
を

受
け
た
も
の
）

総
務
課
（
麻
生
庁
舎
）

☎
０
２
９
９
（
７
２
）
０
８
１
１

防
災
行
政
無
線
の
緊
急
地
震
速
報

訓
練
の
実
施
に
つ
い
て

　

市
で
は
、
市
民
の
皆
さ
ま
に
迅
速
か
つ
的

確
に
防
災
に
関
す
る
情
報
を
お
知
ら
せ
す
る

た
め
に
、
防
災
行
政
無
線
を
活
用
し
て
、
情

報
提
供
を
し
て
い
ま
す
。
こ
の
度
、
全
国
瞬

時
警
報
シ
ス
テ
ム
（
Ｊ
ア
ラ
ー
ト
）
を
用
い

た
緊
急
地
震
速
報
訓
練
を
実
施
し
ま
す
。
Ｊ

ア
ラ
ー
ト
と
は
、
地
震
や
武
力
攻
撃
な
ど
の

緊
急
情
報
を
、
防
災
行
政
無
線
を
通
じ
て
国

か
ら
瞬
時
に
お
伝
え
す
る
シ
ス
テ
ム
で
す
。

■
訓
練
実
施
日
時

　

6
月
23
日
（
木
）　

午
前
10
時
15
分
頃

■
訓
練
放
送
内
容

　

チ
ャ
イ
ム
音

　
「
た
だ
今
か
ら
訓
練
放
送
を
行
い
ま
す
」

　

緊
急
地
震
速
報
チ
ャ
イ
ム
音

　

�「
緊
急
地
震
速
報
。
大
地
震
で
す
。
大
地

震
で
す
」

　
「
こ
れ
は
、
訓
練
放
送
で
す
」
×
３
回

　
「
こ
ち
ら
は
、
防
災
行
方
で
す
」

　
「
こ
れ
で
訓
練
放
送
を
終
わ
り
ま
す
」

　

チ
ャ
イ
ム
音

　

以
上
の
内
容
が
、
市
内
に
設
置
し
て
あ
る

防
災
行
政
無
線
か
ら
一
斉
に
放
送
さ
れ
ま

す
。

◆Ｊアラート概念図
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木
造
住
宅
の
耐
震
改
修
設
計
・

耐
震
改
修
工
事
費
の
補
助
に
つ
い
て

都
市
建
設
課
（
玉
造
庁
舎
）

　
　
　
　

☎ 
０
２
９
９
（
５
５
）
０
１
１
１

○�

市
へ
の
申
請
手
続
き
を
す
る
前
に
契
約
を

行
っ
た
場
合
は
補
助
対
象
と
な
り
ま
せ
ん

の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

■
対
象
住
宅

○�

昭
和
56
年
５
月
31
日
以
前
に
着
工
さ
れ
た

木
造
住
宅
で
、
階
数
が
２
階
以
下
、
延
べ

床
面
積
が
30
㎡
以
上
の
も
の
。
併
用
住
宅

の
場
合
は
、
面
積
の
半
分
以
上
が
住
宅
と

し
て
使
わ
れ
て
い
る
も
の

○�

一
般
耐
震
診
断
の
結
果
、
上
部
構
造
評
点

が
１
．
０
未
満
で
あ
る
こ
と
が
証
明
さ
れ

る
も
の
。
ま
た
、
耐
震
改
修
設
計
お
よ
び

耐
震
改
修
工
事
を
実
施
す
る
こ
と
で
上
部

構
造
評
点
が
０
．
３
以
上
増
加
し
、
か
つ
、

増
加
後
の
上
部
構
造
評
点
が
１
．
０
以
上

と
な
る
こ
と
。

※�

上
部
構
造
評
点
と
は
、
建
物
の
地
震
に
対

す
る
強
さ
を
表
す
数
値
で
す
。

■
対
象
者

○�

「
対
象
住
宅
」
の
所
有
者
で
、
自
己
が
居

住
す
る
た
め
に
耐
震
改
修
設
計
ま
た
は
耐

震
改
修
工
事
を
実
施
す
る
方

○�
市
税
お
よ
び
税
外
収
入
金
を
滞
納
し
て
い

な
い
方

■
募
集
件
数

　

耐
震
改
修
設
計
・
耐
震
改
修
工
事
と
も
に

各
１
件
（
定
数
に
達
し
た
時
点
で
締
め
切
り
）

【
申
込
方
法
】

　

所
定
の
申
込
書
に
必
要
事
項
を
記
入
し
、

都
市
建
設
課
（
玉
造
庁
舎
）
に
提
出
。

【
申
込
期
限
】

　

平
成
28
年
８
月
31
日
（
水
）

　

木
造
住
宅
の
耐
震
性
を
高
め
る
た
め
の
耐

震
改
修
設
計
・
工
事
費
用
の
一
部
を
補
助
し

ま
す
。

　

東
日
本
大
震
災
で
被
害
を
受
け
た
住
宅
の

補
修
を
対
象
と
し
た
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん

の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

■
補
助
金
の
額

○
耐
震
改
修
設
計
費
用
の
３
分
の
１

　
（
限
度
額
10
万
円
）

○
耐
震
改
修
工
事
費
用
の
３
分
の
１

　
（
限
度
額
30
万
円
）

■
補
助
対
象
工
事

○
耐
震
改
修
設
計
お
よ
び
耐
震
改
修
工
事

木
造
住
宅
の
耐
震
診
断
士

派
遣
事
業
に
つ
い
て

都
市
建
設
課
（
玉
造
庁
舎
）

　
　
　
　

☎ 
０
２
９
９
（
５
５
）
０
１
１
１

　

既
存
木
造
住
宅
の
耐
震
性
を
確
認
す
る
た

め
の
『
耐
震
診
断
士
派
遣
事
業
』
実
施
に
あ

た
り
、
事
業
希
望
者
を
募
集
し
ま
す
。

■
診
断
概
要

　

木
造
住
宅
耐
震
診
断
士
を
派
遣
し
、
目
視

や
聞
き
取
り
に
よ
る
一
般
耐
震
診
断
を
行
い
、

耐
震
補
強
が
必
要
か
ど
う
か
を
判
定
し
て
も

ら
い
ま
す
。
診
断
後
、
耐
震
補
強
の
工
事
や

精
密
診
断
を
強
制
す
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

■
対
象
住
宅

　

昭
和
56
年
５
月
31
日
以
前
に
着
工
さ
れ
た

木
造
住
宅
（
旧
耐
震
基
準
）
で
、
階
数
が
２

階
以
下
、
延
べ
床
面
積
が
30
㎡
以
上
の
も
の
。

併
用
住
宅
の
場
合
は
、
面
積
の
半
分
以
上
が

住
宅
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
も
の
。

■
対
象
者

　
「
対
象
住
宅
」
の
所
有
者
で
、
市
税
お
よ

び
税
外
収
入
金
を
滞
納
し
て
い
な
い
方

■
募
集
件
数

　

３
件
（
先
着
順
。
定
数
に
達
し
た
時
点
で

締
め
切
り
）

■
調
査
費
用

　

無
料

■
申
込
方
法

　

所
定
の
申
込
書
に
必
要
事
項
を
記
入
し
、

都
市
建
設
課
（
玉
造
庁
舎
）
に
提
出

■
申
込
期
限

　

平
成
28
年
８
月
31
日
（
水
）

〈
注
意
事
項
〉

　

｢

耐
震
診
断｣

や｢

耐
震
改
修｣

に
名
を

借
り
た
セ
ー
ル
ス
に
ご
注
意
く
だ
さ
い
。
市

で
は
、
業
者
等
の
あ
っ
せ
ん
を
す
る
こ
と
は
あ

り
ま
せ
ん
。

　

悪
質
な
業
者
か
ら
金
銭
や
甘
い
言
葉
（
う

ま
い
話
）
で
土
地
利
用
を
求
め
ら
れ
、
安
易

に
同
意
し
て
し
ま
っ
た
結
果
、
大
切
な
土
地

に
廃
棄
物
を
不
法
投
棄
さ
れ
た
り
、
質
の
良

く
な
い
残
土
な
ど
を
埋
め
立
て
ら
れ
る
事
案

が
発
生
し
て
い
ま
す
。

　

こ
う
し
た
被
害
を
防
ぐ
た
め
に
は
、「
う
ま

い
話
が
あ
っ
て
も
、
安
易
に
土
地
を
貸
さ
な

い
」
と
い
う
意
思
を
持
つ
こ
と
が
必
要
で
す
。

　

ま
た
、
遊
休
地
に
い
つ
の
間
に
か
不
法
投

棄
さ
れ
て
い
た
と
い
う
事
例
も
あ
り
ま
す
。

道
路
か
ら
奥
ま
っ
た
人
目
に
つ
き
に
く
い
土

地
、
手
入
れ
が
行
き
届
か
な
い
土
地
な
ど
が

狙
わ
れ
て
い
ま
す
。
定
期
的
な
見
回
り
、
進

入
防
止
柵
や
不
法
投
棄
禁
止
な
ど
の
警
告
掲

示
板
の
設
置
が
有
効
で
す
。

注
意
し
ま
し
ょ
う
！

あ
な
た
の
土
地
が
狙
わ
れ
て
い
ま
す
！

茨
城
県
生
活
環
境
部
廃
棄
物
対
策
課

☎
０
２
９
（
３
０
１
）
３
０
３
３

※
不
法
投
棄
・
野
焼
き
を
見
つ
け
た
ら

不
法
投
棄
１
１
０
番

　
（
☎ 

０
１
２
０
‐
５い
つ
も
み
ん
な
で
む
ら
な
く
み
は
れ

３
６
‐
３
８
０
）
へ
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総
務
省
と
経
済
産
業
省
は
、
平
成
28
年
６

月
１
日
現
在
で
、「
平
成
28
年
経
済
セ
ン
サ

ス
‐
活
動
調
査
」
を
実
施
し
ま
す
。
全
国
の

す
べ
て
の
事
業
所
お
よ
び
企
業
が
対
象
に
な

り
ま
す
。

　
「
経
済
セ
ン
サ
ス
‐
活
動
調
査
」
は
、
同
一

時
点
で
の
我
が
国
の
す
べ
て
の
産
業
分
野
に
お

け
る
事
業
所
・
企
業
の
経
済
活
動
の
状
況
を

全
国
的
・
地
域
別
に
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を

目
的
と
し
て
お
り
、
国
が
行
う
調
査
の
中
で

も
特
に
重
要
か
つ
大
規
模
な
統
計
調
査
で
す
。

　

調
査
へ
の
ご
理
解
・
ご
回
答
を
よ
ろ
し
く

お
願
い
し
ま
す
。

平
成
28
年
経
済
セ
ン
サ
ス
‐
活
動

調
査
の
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す

総
合
戦
略
課
（
麻
生
庁
舎
）

☎
０
２
９
９
（
７
２
）
０
８
１
１

　

大
学
院
・
大
学
・
短
大
・
専
修
学
校
等
（
高

校
は
除
く
）
の
平
成
29
年
３
月
卒
業
予
定
者

お
よ
び
既
卒
未
就
職
者
を
対
象
に
「
大
好
き

い
ば
ら
き
就
職
面
接
会
（
前
期
）」
を
開
催

し
ま
す
。

　

県
内
企
業
約
90
社
の
企
業
説
明
や
面
接
を

受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
事
前
申
し
込
み

不
要
・
参
加
費
無
料
で
す
。
履
歴
書
を
複
数

枚
お
持
ち
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
面
接
会
の
回

り
方
を
指
導
す
る
プ
レ
セ
ミ
ナ
ー
に
も
ぜ
ひ

ご
参
加
く
だ
さ
い
。

　

詳
し
く
は
問
い
合
わ
せ
先
ま
で
。

■
開
催
期
日
お
よ
び
場
所

　
【
水
戸
会
場
】

　
　

６
月
13
日
（
月
）

　
　

ホ
テ
ル
レ
イ
ク
ビ
ュ
ー
水
戸

　
【
土
浦
会
場
】

　
　

６
月
20
日
（
月
）

　
　

ホ
テ
ル
マ
ロ
ウ
ド
筑
波

　

▼
プ
レ
セ
ミ
ナ
ー

　
　

午
前
11
時
～
午
前
11
時
50
分

　

▼
面
接
会

　
　

午
後
１
時
～
午
後
４
時

学
生
の
皆
さ
ん
へ

就
職
面
接
会
を
開
催
し
ま
す

茨
城
県
労
働
政
策
課

☎
０
２
９
（
３
０
１
）
３
６
４
５

■
第
１
次
試
験
日

　

９
月
18
日
（
日
）

　
（
教
養
試
験
、
論
（
作
）
文
試
験
）

■
受
験
資
格

①
警
察
官
Ａ

　
�　

昭
和
62
年
４
月
２
日
以
降
に
生
ま
れ
た

人
で
、
学
校
教
育
法
に
よ
る
大
学
（
短
期

大
学
を
除
く
）
を
卒
業
し
た
人
も
し
く
は

平
成
29
年
３
月
31
日
ま
で
に
卒
業
見
込
み

の
人
ま
た
は
人
事
委
員
会
が
こ
れ
と
同
等

と
認
め
る
人

②
警
察
官
Ｂ

　

�　

昭
和
62
年
４
月
２
日
か
ら
平
成
11
年
４

月
１
日
ま
で
に
生
ま
れ
た
人
で
、
①
の
受

験
資
格
（
学
歴
部
分
）
に
該
当
し
な
い
人

■
受
付
期
間

　

郵
送
・
持
参

　
　

７
月
１
日
（
金
）
～
８
月
23
日
（
火
）

　
　

※
消
印
有
効

　

電
子
申
請�

　
　

７
月
１
日
（
金
）
午
前
９
時

～
８
月
22
日
（
月
）
午
後
５
時

平
成
28
年
度

第
２
回
茨
城
県
警
察
官
採
用
試
験

■
問
い
合
わ
せ

　

茨
城
県
警
察
本
部
警
務
課

　
　

☎
０
１
２
０
‐
３サ
イ
ヨ
ー
ゴ
ハ
ッ
ピ
ー

１
４
０
５
８

　

�

行
方
警
察
署
警
務
課

　
　

☎
０
２
９
９
‐
７
２
‐
０
１
１
０

「
ひ
ば
り
く
ん
防
犯
メ
ー
ル
」

に
ご
登
録
く
だ
さ
い
！

　
「
ひ
ば
り
く
ん
防
犯
メ
ー
ル
」
は
、
県
民

の
皆
さ
ま
が
身
近
な
犯
罪
か
ら
身
を
守
る
た

め
に
必
要
な
犯
罪
の
発
生
・
防
犯
対
策
情
報

や
子
ど
も
・
女
性
に
対
す
る
声
か
け
事
案
情

報
、
交
通
事
故
情
報
、
県
警
か
ら
の
お
知
ら

せ
な
ど
を
希
望
者
の
パ
ソ
コ
ン
や
携
帯
電
話

に
メ
ー
ル
で
配
信
す
る
サ
ー
ビ
ス
で
す
。

　

メ
ー
ル
は
、
県
警
本
部
や
県
内
の
警
察
署

か
ら
配
信
さ
れ
、
受
診
し
た
い
警
察
署
や
配

信
情
報
も
選
択
で
き
ま
す
。

■
登
録
方
法

　

左
記
の
登
録
用
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
に
空

メ
ー
ル
（
件
名
、本
文
記
載
の
な
い
メ
ー
ル
）

を
送
信
す
る
と
、
自
動
で
登
録
案
内
が
返
信

さ
れ
ま
す
の
で
、
案
内
に
従
っ
て
手
続
き
を

行
っ
て
く
だ
さ
い
。

　

add@
m

ail1.police.pref.ibaraki.jp

茨
城
県
警
察
本
部  

生
活
安
全
部  

生
活
安
全

総
務
課  

安
全
安
心
ま
ち
づ
く
り
推
進
室

☎
０
２
９
（
３
０
１
）
０
１
１
０
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税 金 のお知らせのお知らせ 今月の税金
○市・県民税　　第１期
　納付期限（口座振替日）
　は６月３０日です。

行方市　市民税・県民税　領収済通知書

第 １ 期
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